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有機JASに係る運用改善について（令和３年10月１日から運用開始。）

有機JASの信頼性を確保の上、事業者の負担軽減策するため、以下の３つを実施。

③登録認証機関が有機JASで使用できる資材と判断した資材リストの農林水産省HPへの公表

① グループ認証におけるほ場のサンプリング調査の導入

② 登録認証機関が事業者に対して行う実地調査へのリモート調査の導入

✔ 登録認証機関が事業者に対して行う実地調査は、訪問調査を原則とするが、2回
目以降の実地調査について、前回調査の結果を踏まえて訪問調査を要しないと事
前に判断されている等の条件が満たされれば、リモートを活用した調査も認める。

✔登録認証機関が有機JASで使用できる資材と判断した資材リストについて、農林
水産省がホームページに一元的に公表。

✔事業者がグループで生産に取り組む場合、実地調査は全てのほ場を対象にJAS規
格適合性を確認するのが原則であるが、生産行程管理責任者等が全てのほ場でこ
れを確認している等の条件が満たされれば、ほ場のサンプリング調査も認める。
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